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市政の報告と議案説明  

  

 本年９月から今日までの市政の概要について御報告申し上げます。  

 紀伊半島大水害の災害復旧・復興については、１１月１日午前７時を

もって、災害対策基本法に基づき宇井・清水・閉君の３地区に発令して

おりました避難勧告を約１年２箇月振りに解除いたしました。  

 これは、災害対策本部会議において、災害対策工事の施工により住宅

や道路などの危険事象発生に対する安全性が図られたと総合的に判断し、

決定したものであります。  

 当該３地区への制限は、昨年の災害発生以来、初めて完全に解除する

こととなりましたが、このことは国、県及び地元大塔地区の皆様の御理

解と御協力の賜物と感謝申し上げるところであります。  

 今後も、国、県と連携しながら、「五條市大塔町災害復旧・復興計画ア

クションプラン」を着実に実施し、被災地域の復旧・復興に全力で取り

組んでまいりますので、市民の皆様には引き続き御理解を賜りますよう

お願い申し上げます。  

それでは、市政の概要について、各部の所管事業を御報告申し上げま

す。  

最初に、市長公室の事業について申し上げます。  

 はじめに、職員採用試験についてであります。  

 応募の状況については先の９月定例会で御報告させていただきました

が、９月１６日に実施いたしました第１次試験には、事務職９名の募集

に対して１０６名、技術職２名に対して３名、消防職６名に対して４２

名、保育士３名に対して１５名の、計１６６名の受験者がありました。  

 第２次試験は１０月２１日に実施し、最終選考結果は速やかに受験者



2 

に通知したところであります。なお、来年度採用予定者は、２０名であ

ります。  

 次に、地域公共交通における取組についてであります。  

新路線による運行を１２月３日から開始いたしました。  

概要といたしましては、昨年度実施いたしました住民アンケートの結

果等を反映し、北宇智方面から野原、五條病院を経由し、中心市街地へ

のルートといたしております。車両については、車椅子の方も御利用可

能な、乗車定員１０名の小型車両を導入し、市内事業者に運行を委託し

ております。  

今後も、地域の公共交通については、利用状況や地域の御意見などを

勘案しながら、利便性の向上に努めてまいります。  

また、平成２７年度に開設予定であります南和地域公立病院への公共

交通のアクセス整備についても、南和地域全体での広域的な取組が必要

となることから、１市３町８村が意見を出し合い、検討を進める場とし

て、先般、奈良モデル事業補助金を活用した「南和地域公共交通検討作

業部会」を立ち上げ、本市を中心に取組を進めているところであります。  

次に、定住促進に関する取組についてであります。  

本市の尐子高齢化に歯止めをかけ、若者の定住を促進するため、産業

振興や保健・医療・福祉、基盤整備、教育・文化、生活環境など、あら

ゆる分野の施策について、各担当課が整合し、連携をとりながら、全庁

的な取組を行うため、９月に「五條市基本施策検討委員会」を立ち上げ

たところであります。  

今後、厳しい財政状況の中、予算の確保も考えながら、若い人たちに

定住していただける施策を検討し、平成２５年度の予算編成にも反映で

きるよう鋭意努力してまいりたいと考えております。  
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次に、行財政改革の取組についてであります。  

 市長就任以来、事務事業の改善、組織機構の見直し、指定管理者制度

の導入、補助金等の見直しなど、財政健全化に向けた取組を推進してき

たところでありますが、現在の経済状況は大変厳しい状態の中にあり、

今後も引き続き行財政改革を押し進めてまいります。  

 この取組の一つであります指定管理者制度の導入については、平成２

５年３月末で協定期間が終了する「五條市市民会館」等の７施設につい

て公募を行い、１０月中に各施設の指定管理者選定委員会を開催し、候

補者を選定しております。  

本定例会では、これら候補者について指定管理者の御議決をいただき

たく、議案を提出したところであります。  

 続きまして、総務部の事業について申し上げます。  

 防災行政についてであります。  

 大塔町の災害関係については、国土交通省直轄による緊急対策工事で

ある清水地区の熊野川右岸仮設護岸工が１０月３１日に完了いたしまし

た。  

 今後、国、県との連携を一層密にして、長期の避難を余儀なくされて

いる地区全ての一日も早い帰宅実現のため、対策工事の早期完成に向け

取り組んでまいります。  

 また、市内の主な避難所については、災害時における通信手段の確保

等を目的に、民間活力を利用し、近鉄ケーブルネットワーク株式会社や、

こまどりケーブル株式会社の協力を得て、無線を利用したインターネッ

ト接続機器であるＷｉ－Ｆｉ（ワイ－ファイ）施設の整備を無償で進め

ており、今後さらに設置場所を増設していきたいと考えております。  

 続きまして、すこやか市民部の事業について申し上げます。  
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 南和広域医療組合についてであります。  

南和広域医療組合議会の平成２４年第１回定例会が１１月１日に開催

され、救急病院等の設計に関する６つのコンセプトが定められたところ

であります。  

また、南和地域における公立病院再編に伴い、休日夜間診療体制にお

きましても変化が生じることから、奈良モデル検討会へ追加提案がなさ

れ、現在、南和地域における一次救急医療体制の確保に向けて１市３町

８村で作業部会を設け、検討を重ねているところであります。  

 続きまして、あんしん福祉部の事業について申し上げます。  

 はじめに、紀伊半島大水害による被災者の生活再建支援についてであ

ります。  

 住宅が全壊した世帯及び長期的に避難を余儀なくされ奈良県から長期

避難世帯の認定を受けた８０世帯へ、１０月中に被災者生活再建支援法

に基づき基礎支援金が支払われました。  

 さらに、このうち住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金の申請

受付事務を進めているところであります。  

 次に、障がい者虐待防止についてであります。  

 障害者虐待防止法が本年１０月１日に施行され、社会福祉課内に障が

い者虐待防止相談窓口を設置し、障がいのある人を虐待等から守ること

に取り組んでおります。  

 次に、生活保護についてであります。  

 長引く不況により就職ができず生活に困窮した生活保護受給者が増加

している状況であることから、ハローワークと連携し、１０月から、稼

働年齢等にある受給者に対し、自立に向けた就労支援対策に取り組んで

おります。  
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 次に、養護老人ホーム花咲寮についてであります。  

 養護老人ホーム花咲寮については、庁内及び庁外検討委員会において

今後の方向性を検討いただいており、答申があり次第、議会とも協議を

させていただきたいと考えております。  

 続きまして、産業環境部の事業について申し上げます。  

 はじめに、新し尿処理施設建設事業についてであります。  

 新し尿処理施設の建設については、技術提案仕様書の作成が終わり、

９月３日に入札公告を行い、１１月末に技術提案書の提出を受けたとこ

ろであります。  

 今後は、平成２５年１月下旬に落札候補者を決定し、平成２５年３月

定例会に工事請負契約締結の議案を提出する予定をしており、平成２６

年度末の完成を目指し鋭意取り組んでまいります。  

 次に、新ごみ処理施設についてであります。  

 広域連携による新ごみ処理施設については、先の第４回臨時会におい

て田原清孝議員から説明がありましたとおり、施設の建設に向けた取組

が本格的に動き出したところであります。事務組合から新施設の整備ス

ケジュールが示されましたので、今後は、みどり園の操業延長協議を地

元３地区にお願いしてまいりたいと考えております。  

 また、自治会長の御協力の下、市内各地区で開催いたしました説明会

で皆様から御意見や御要望がありましたごみの中継所等については、鋭

意取り組んでいるところであります。  

 次に、農林行政の取組についてであります。  

 １１月９日・１０日の両日において、「第４３回五條市農林産物品評会」

を開催いたしました。  

 市内外から多くの方々にお越しいただき、市内で収穫した農林産物や
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展示物等を御覧いただくとともに、たくさんの方にお買い求めいただき、

盛大に終えることができました。これも、実行委員会を始め関係各位及

び営農家の御協力があってのことであり、改めて感謝を申し上げる次第

であります。  

また、「日本一の柿」については、本年も、市の内外において柿の消費

拡大を図るための取組を精力的に実施いたしました。  

本市の柿を全国に広め、併せて「五條市」をＰＲするため、「大阪御堂

筋カッポ２０１２」、「東京奈良まほろば館」、「奈良まほろば市」などに

おいて、柿の試食販売などを行い、ＰＲに努めたところであります。  

また、地産地消を図るとともに、将来を担う子どもたちにふるさと五

條市に誇りを持ってもらうため、市内各幼稚園・保育所にカッキーが訪

問し、楽しい交流を通して、柿のおいしさや、五條市が日本一の柿生産

のまちであることを知ってもらう機会としたところであります。  

次に、ほ場整備事業についてであります。  

山陰地区等で実施している、ほ場整備事業は、全体計画のうち今年度

末までに８２パーセント、２４．２ヘクタールが完成する予定でありま

す。  

整備されたほ場では、今年も作付けした米やスイートコーン、さつま

いも等の農作物の収穫を祝って、地域の皆様とともに「収穫祭」が盛大

に開催されたところであります。  

今後も、農地の基盤整備を推進するため、ほ場整備事業を推進し、農

業の振興を図ってまいります。  

 次に、企業誘致についてであります。  

 ８月に、北宇智工業団地に水道用品の製造・販売を行う企業の工場建

設がスタートし、ほか数社の企業と協議や情報提供を行っているところ
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であります。  

 平成２２年第３回９月定例会におきまして「五條市企業立地の促進及

び雇用の拡大に関する条例」を御議決いただき、企業の進出と雇用拡大

を目指し取り組んでおりますが、他の自治体も企業誘致に注力しており、

競争が激化しております。本市といたしましては、更に、より企業の進

出につながるよう、この条例の一部改正案を本定例会に提出したところ

であります。  

 次に、観光事業における取組についてであります。  

 １０月７日には、紀伊半島大水害からの復興支援メモリアル音楽祭「あ

かねライブ２０１２」が、吉野川河川敷の特設会場で開催されました。

被災者の方も参加され、五條高校コーラス部や吉野川あばれ太鼓、フォ

ークソングの演奏などが響き渡り、あかね色に染まった吉野川の河川敷

広場は大いに盛り上がりました。  

 また、１１月４日には、５万人の森公園を会場として、人が集まり交

流を深め笑顔になれるイベント「五條〝どえらい "うまいもんフェスタ２

０１２」が開催されました。本年が第 1 回目の開催でしたが、食べ物ブ

ースには２８組、物販・展示ブースには２３組が参加し、また、ゴーカ

スターのダンスパフォーマンスを始め盛りだくさんのステージイベント

も催され、青空の下、市内外から訪れた約 1 万人の人で賑わいました。   

 続きまして、都市整備部の事業について申し上げます。  

 （仮称）金剛山麓野鳥の森整備事業についてであります。  

 （仮称）金剛山麓野鳥の森は、平成２１年度に実施設計を完了後、最

初の整備といたしまして、地元自治会とも協議を行い、山麓へ入ってい

くための進入路にあたる園路の整備を行っております。  

 また、公社の健全経営化に基づく用地の買戻しについては、年次計画



8 

に基づき買戻しを行い、本年８月に買戻しを完了いたしました。  

続きまして、教育行政について申し上げます。  

 はじめに、本年１月に着工した五條小学校屋内運動場の新築工事は、

１０月末に完成し、１１月１５日に竣工式を行いました。  

 この屋内運動場は、１階が駐車場、２階がアリーナという、市内で初

めての二階建て屋内運動場であります。  

 エコ対策として屋根にはソーラパネル設置による太陽光発電の利用、

また、防災設備として自家用発電設備、４０トンの緊急給水システムと

しての防火水槽を備え、万一の際の避難所としての設備を備えた施設と

しております。さらに、内装壁面には、奈良県産の杉を使用し、ガラス

には、紫外線や赤外線をカットする飛散防止フィルムを用いており、耐

震性にも優れたものとしております。  

 また、計画的に進めております学校施設の耐震補強工事については、

今年度、五條中学校屋内運動場の工事を予定しており、１１月に入札を

行い、今年度末の竣工を予定しているところであります。  

 次に、集団登校中の交通安全対策については、１１月２０日に道路関

係の各機関と協議し、指摘の危険箇所については、今年度に改善対応で

きるものについては早急な改善を行い、また次年度以降においても計画

的に取り組んでまいります。  

 次に、いじめについては、これまでも各学校において、「どの学校でも

どの子にも起こり得る」問題であり、「いじめは人間として絶対許されな

い」との意識を全ての教職員が共通認識するとともに、学校教育全体を

通じて児童・生徒一人ひとりに指導を徹底し、いじめの未然防止、早期

発見、早期対応及び再発防止に向け指導の徹底を図っているところであ

ります。  
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 本市においては、１学期末に五條市独自で全児童・生徒を対象に「い

じめの調査」を記名式で実施し、さらに２学期当初には県のアンケート

による「いじめの調査」を無記名式で実施し、その上で各校に対してヒ

アリングを行い、内容の確認及び根絶に向けた具体的な取組を指示いた

しました。県の分析によると、五條市は、県内において小学校・中学校

とも、「いじめ」問題については「高い解消率」となっていますが、今後

も、「いじめはいつも潜在化する」ということを認識し、《五條の学校は

いじめのない学校》を目標とし、いじめ問題対策を中心とするプロジェ

クトを立ち上げるなど、保護者・学校・地域・関係機関等と力を合わせ

て取り組んでまいりたいと考えております。  

 次に、市民体育大会及び文化祭については、２年振りに開催されまし

た。  

 市民体育大会は、１０月７日に上野公園多目的サブグラウンドで開催

されたところであります。秋晴れの下、多くの市民の参加を得まして、

２５競技に熱戦が繰り広げられました。  

 また、文化祭は１１月上旬、第４１回五條市文化祭及び第１６回大塔

いきいき文化祭を開催したところであります。芸術の秋にふさわしく、

華やかな舞台発表や優れた作品展示など、両館とも文化の香りが漂う中、

老若男女が集う意義深い文化祭を開催することができました。  

 今後も、各種関係機関等との連携の下、生涯スポーツと文化の普及・

振興に努めてまいりたいと考えております。  

 次に、宗桧公民館については、（仮称）五條消防署西吉野救急出張所建

設に伴い、移転先の改修工事が完了し、１１月１日から開館しておりま

す。地域の生涯学習の拠点として、多くの方々に利用していただけるも

のと思っております。  
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 次に、五條新町の伝統的建造物の保存修理事業については、今年度予

定している、６件の修理、２件の修景事業は既に着工しており、年内の

完成を予定しております。また、公開活用事業の辰巳家住宅についても、

国・県との協議を行い、内部改修工事に着手しており、今年度内の完成

を予定しております。  

 続きまして、水道局の事業について申し上げます。  

 簡易水道事業についてであります。  

 昨年被災しました大塔町宇井の簡易水道施設は、現在仮設にて応急運

転を行なっておりますが、この度、国の災害復旧の査定が完了したため、

第２次応急復旧工事を施工するとともに、本復旧に向けて準備中であり

ます。  

 今後も、現状の調査を行い、地域の実情にあった事業計画を立て、順

次、未普及地域の解消に取り組んでまいります。  

 最後に、消防本部の事業について申し上げます。  

 はじめに、消防庁舎建設事業についてであります。             

 本年９月から着手しております消防庁舎建設工事は、工程どおり順調

に進んでおり、平成２５年１０月末に竣工を予定しております。  

 次に、奈良県消防広域化についてであります。           

 住民サービスの向上、人員配備の効率化と充実、消防体制の基盤強化

等の協議項目について、各専門部会及び小委員会等で協議を重ねている

ところであります。                

 次に、消防救急デジタル無線についてであります。         

 県下１１消防本部で平成２５年度から３箇年にかけて共同整備に向け

た実施設計を行っておりますが、現在は、基地局を決定するための電波

伝搬調査と基地局候補地の地質調査を実施しており、共同整備のメリッ
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トである経費の削減と、強いネットワークの構築に取り組んでいるとこ

ろであります。  

 次に、救急業務についてであります。               

 救急救命士は、全国の自治体の救急隊の救急車に常時最低１名乗車さ

せることが目標とされております。本市では、国家資格を有した２２名

の救急救命士が活動しており、この度、更に３名が有資格者となり必要

な教育を終了したので、現在２５名の救急救命士を現場活動に従事させ

ているところであります。今後も継続的に養成を行い、救急業務の質の

向上に努めてまいりたいと考えているところであります。  

 次に、予防業務についてであります。  

 ９月２９日に兵庫県姫路市において危険物施設を有する化学工場の爆

発火災で消防隊員等に死傷者が発生したことを受け、管内には同様の化

学工場はないものの、危険物を取り扱う施設に対して、保安体制及び安

全管理の徹底を図るよう指導するとともに、危険物施設の状況を職員に

再確認させたところであります。  

 次に、（仮称）五條消防署西吉野救急出張所建設事業についてであり

ます。  

 五條市西吉野町城戸地内に建設する（仮称）五條消防署西吉野救急出

張所については、用地確定測量業務が終了し、設計業務委託に向けて準

備を進めているところであります。  

 なお、旧市立宗桧公民館の解体工事については、平成２５年２月に完

了する予定となっております。  

  次に、消防団事業についてであります。  

 女性消防分団（第２３分団）は、１０月２０日に結団式を実施いたし

ました。団員には、女性の持つソフト面を生かし、一人暮らしの高齢者
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宅の防火訪問、住民に対する防火教育及び応急手当の普及啓発活動、災

害時の後方支援などの活動ができるような基礎教育等の訓練を受けてい

ただいております。                 

 また、新設する、田園・あづみ台・なつみ台地区を管轄する分団（第

２２分団）には、１１月１日付けで辞令交付を行いました。  

 現在は、運用開始を目指して、消防団員として必要な基礎教育等の訓

練や資機材等の整備を行っているところであります。  


